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メプロニル (案 )

今般の残留基準の検言」につい 〔li、 魚介類への基準llb設定依頼が農林水産省からなされ

たことに伴い、食品中の農某等J,ボ ジティブリスト制度導入時に新たに設定された基準値

(い わゆる暫定基準)の堺菅:Lを含工)食『l安全委員会において食品健康影響評価がなされ
たことを踏■え、農薬・動4カ 用し凛1品部会において審議を行い、以 ドの報告をとりまとめ

るものである。

1 概要

(1)品l日 名 :メ プロニノト [卜 plon l(ISO)]

(2)用 途 :殺菌斉」

アミド系殺苗斉」である.「「吸系のコハク酸脱水素時素の阻害により、イネ紋枯病菌な

ど1巳 子菌類に特夕:的 1舌 ILを 力■ t,の 21考 えられ 〔いる。

(3)化学名

3' 一isopl ol)oxy― tl― し●lu:11311i4t」  (lllPAC)

2-methyl,I― [3([n OthytCthoxy)phenvl]benzamide(CAS)

(4)構造式及び物性

(]´
l‖ごL

C卜13

う)子■に     Cll島 ,N02

分子:1    2694
水溶解度   8 23ng/L(20℃ )

分 西こ係 数   [.・
=IJPOw F 3 66(20℃

,pH7)

2 適用の範囲及び使用方法

本剤の適用の範囲及び使用方法は以下のとおりき

(1)国内での使用方法

①75%メ プロニル水不口斉1
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75%メ プロニル水和斉1(1売き)
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作物名 適用病害虫名

紋枯 ll

疑似紋相i症

(赤色菌核病菌)

|(褐色菌核病菌)

|(褐色紋枯病菌)

雪腐菌核病

(〕 〔,01吉

結球開始

期まで、

ただし

1収千費30

日商iま

で

橋種前

中
=燥

■子 |

重量の
|

1111 1

_   _L

~¬~~~

10^-20 kg

/10a

全面土壌

散布又は

作条散布

種いも粉

衣

全II上壌

散布又は

作条散布

3日以内

|
|

3 作物残留試験

(1)分 |プ子の概要

①分析対象の化合物

メプロニル

②分析法の概要

試料からアセ トンで抽出し、多孔性珪藻土カラ

^、

フロリジノィカラム、シリカゲルカ

ラム等により精製後、ガスクロマ トグラフ (NPD、 「 IDま たは ECD)で 定量する。

また、アセ トン抽出後の nヘキサンやジクロロメタンヘの転溶、凝固法による精製、

④3%メ プロニル粉剤

裂irl変症

(り
・タトゴ菌)

収穫 14 1
日前まで

J又千隻30

日前まで

定1直時  |

収穫 21

日育しまで

2回以内 |

;?""t;
を含む

農薬の総

使用回数

3口以内

3回以内

(根 雪前は 2

回以内、融雪後

は 2回以内)

― ¬

メプロニ■ル

を含む

農薬の総

使用回数

4回以内 (種 子

粉衣は 1回

以内、は種後

は 3回 以内)

収穫 45日

前まで

⑤3%メ プロニル粉斉1(Dlン )

適用病害虫名

I lrt,tt p;
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臭素化を、必要に応 tし て行 う。

定量限界 :0004～ 0 05 ppn                     ‐

(2)作物残留it験結果

国内で実施された作1カ 残留試験lL果の概要については、別紙 1を 参照。

4 魚介類への1■定残智量

本農葉についてli水 ■1を 通した点介項への残留が想定されることから、農林水産省から
魚介類に関する1彗別の残留lil準 の設定について要請き,1′ ている。このため、本農薬の水産
動植物被害予測濃度

.11'及 び|に 1カ 濃佑係数 (BC「 I Biocoriccntlation Factol^)か ら、
以下のとお り

'1介

類中
')‖

t残
=1量

を算 L日 した。

1) 」(II可らtl■ 1夕|lt11■
1年 ,111111t

本農葉が,(■ 11ド 1く  ,|● ち |ヽ

「
れの場百iに おいて t)使 用 され ることか ら、水 田

P=Cticr2・ 'サ ■び非水 ■IPllt titl i「・サ
を算出した ところ、水「日PECtior2は 6 5ppb、 非水

だPECtieri111 30F,1)1:な つ/1■ ||ヽ ら、水田PECtier2の 6 bppbを 採用 した。

(2)生物濃締 ll虫

メブ■■ノ■ (ち 濃Iti`:い 15.=11,、 低濃度区 :0 005 mg/L)を 用い、14,20及 び28日

「1の lFli■ ,“ :lilを 設定 し,●・ ŕ ll,章 I,1濃締性試験が実施された。メプロニルの分析の結果
から、 13 C Fssこ 4‐ ==.11(lI濃度区)、 40(低濃度区)と 算出された。

食謂』安全委員会あて意見を求めたメプロニルに係る食品健康影響評価について、以下のと

おり言平価 され ている。

無毒性量 :5mg/kg体 重/日

(ll」 物種) イヌ

(投与方法)カ プセル経口投与

(試験の種類)慢 性毒性試験

、         (期 間)2年 間

安全係数 1100

全 1)I_1 0 05mg/kg体 重/day

6 諸外国における状況

JMPRに おける毒L評価はなされてお らず、国際基準 t,設定されていない。

米国、カナダ、政‖1連合 (E LJ)、 オース トラリア及びニュージーラン トについて調査

した結果、 1]tlに おいていちごに基準値が設定されている。

7 基準値案

(1)残留の規市」対象

メプロニル と,る 。

なお、食品安全委員会によつて作成さねノた食品健康影響評価においては、食品中の暴

露評価対象物質 とに́てメプロニル (親化合物のみ)を it定 し́ていると

(2)基準値案

男1紙 2の とお りである。

(3)暴露評価

各食品について基lll値案の上限までメプロニルが残留していると仮定 tン た場合、FL~

民栄養調査結果に基づき試算される、1日 当たり摂取する農薬の量 (理論最大 1日 摂取

量 (TMDl))の ADIに 対する比は、以下のとお りである。詳細な暴露評価は別紙

3参照.

なお、本暴露評価は、各食品分類において、加三二・調J型 による残留農薬の増減が全

くないとの仮定の下に行った。

注)TMDI試 算は、基準値案×各食品の平均摂取量の総和として計算 している。

(3, 1■ 1ゴ ,場F手

(J)及 〔り`

下記のとお り

推11lt留 |■

注 1)

注 2)

注3)

'L4)
(参

=
農■等

12,“,■ ‐ltt,ら  水産動植物被害予洪」濃度 :6 5ppb

l「 定,111≒ す11第 ILさ ,た。

BCF:41と し

65,Fb )( 1」 卜( 5)=1332 5ppb=: 1 33ppm

1与 f■‐jく 水t動●物の技宇 崎 卜に係 る農業の登録保留基準設定にお

|11ちギや ::「t 底贅へl12吸 着、止水,切 1日 等を考慮 して算出 したもの。

111■ '「わ ::|●イj入 けるt)√)と |´ (算 出 l´ たもの。

■)11カ

":ご

)1(t体 1出度 L水 中濃度の比で求められた3CF。

|,F究 費||●:■ ,■ |■)安心 安企Itll ll進 ,F究 1「業 1食 |マ]中 に残留する

■■111ド 14,Fll分 担研■1「 ,1介 ,「
′ヽの生留基 ll設定法り111Fl))

D ADIの 評価

食品安全基本法 (平 成15年泄i津第18らう第24条第 1項第 1号及び第2項の規定に基づき、

TNID 1/

国民平均 31 3

幼小児 (1～ 6歳 )

高齢者 (65歳 以上)
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(別 紙 1)

(4:)本斉1については、1「 成 17年 ]1月 29日 付け厚生労働省告示第 499号により、食品―

般の成分規格 7に食:TIに残留する量の限度 (暫定基準)が定められているが、今般、

残留基準の

".直

しを行 うことに伴い、暫定基準は削除される。

「
n。「    ~~~~~~

500倍希釈  250L● Oa 弊匡悪
500倍希釈 350L/10o

004% 粒子粉衣 ∽
綱0750倍希釈 &/m2上崚灌注

1000倍希fI

300L/10a

メプロニル作物残留試験一覧表

使用量 使用方法

1000倍 希釈
150し /10a

lt,2027日

最大残留量'1'

_‐型 1日  里塑■型生______
148130日   1固場 B0242(3回 、 21日 )

11,21,30日
場B:O189(3回 、 30日 )

場B0025

場A0121
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姜
|,TIた 1識∫

=:ご

騨‰「路話盤41ζ[i鷲鼎鮮1鏃詰記

平成17年 11月 19日 17 ti労 働省告示第499サ において新しく設定した基準 llに つしヽては、網をつ|り て示した。
(ホ )これらの作‖力残留i,t験 は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留値を基4t値策定の1■拠とした,

(1)こ れらの作物残17市t,は 、申請の範囲内で試験/・ 行われ′ていない。
1作物残留試llJI■ に 1[J71記 載のあるものは、I睫残留量であることを示し′ている。

(男り糸氏2)
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メプロニル推定摂取量  (単位 :μ g/人 /day)

(男」糸氏3)

|“」鷲睡 )

(参 考 )

日召禾日56∠手  8月   7日

平成 17年 11月 29日

平成 19年  8月 29日

平成 20年  3月 25日

平成 20年  4月  1日

平成 21年 ]2月 17日

平成 22年 10月 19口

平成 22年 10月 22日

これまでの経緯

初回農薬登録

残留農薬基準告示

農林水産省 より厚生労働省へ基準値設定依頼 (魚介類 )

厚生労/tl大 臣より食品安全委員会委員長あてに残留4_t準 設定

に係る食品健康響評価について要請

厚生労働大臣より食品安全委員会委員長あてに残留基準設定

に係る食品健康響評価について追加要請

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響

評価について通知

薬事・食計1衛生審議会への諮問

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農業・動物用医薬品部会

食」liけ

米 (■ 米′しヽ う

小麦
大麦
ライ麦
その地の,11
ばれいヒ́よ

７７

一
６６

一
７

一
〇

７ ９

一

４ ６

一
０

一

0薬 事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動4勿 用医薬品部会

■i齢者及びt[帰 につt,こ |よよ産‖ちのF〔取量データがなしヽため、国民平均の摂取量を参考とした。
I'DT:理論最大l:11収 it t:hcⅢ Ⅲtical‖ axirur Dai〕 vl● しake)

[委 員]

青木 宙

生方 公子

〇大野 泰雄

尾崎 博

加藤 保博

斉藤 貢 一

佐々本 人美子

佐藤 清

志賀 正和

豊田 正武

永山 敏廣

松 田 りえ子

山内 明子

山添 康

吉池 信男

由田 克士

鰐渕 英機

東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科特任教授

北里大学北里生命科学研究所病原微生物分子疫学研究宅教授

国立医薬品食混l衛 生研究所扁lJi長

東京大学大学院農学生命科学研究科教授

財団法人残留農薬研究所理事

星 Fi科 大学薬品分析化学教室准教授

元回立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長

財団法人残留農薬研究所 理事・化学部部長

元農業技術研究機構中央農業総合研究センター虫害防除部長

実践女子大学生活科学部食生活科学科教授

東京都健康安全研究センター医薬品部長

国立医薬品食品衛生研究所食謂1部長

日本生活協同組合連合会執行役員組織推進本部本部長

東北大学大学院薬学研究科医療薬学講座薬物動態学分野教授

青‐Il県 立保健大学健康科学部栄養学科教授

大阪 rll立 大学大学院生活科学研究科教授

大 1坂 市立大学大学院医学研究科都市環境病理学教授
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